
～浜松市はじめようハマライフ助成事業～

人材確保に取り組む事業所の皆様へ

▶ 東京23区の在住者 又は

東京圏在住で23区への通勤者が、

▶ 浜松市に移住し、

▶ 登録された法人(求人)に就職した場合、

▶移住者へ支援金１００万円
（単身60万円）

① 浜松就職・転職ナビ「ＪＯＢはま！」登録があること
② しずおか就職net（県マッチングサイト）に登録があること
③ 官公庁でないこと
④ 資本金10億円以上の法人でないこと
⑤ みなし大企業でないこと
⑥ 本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること
⑦ 雇用保険適応事業主であること
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
⑨ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人ではないこと

法人登録要件



（１）マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書

（２）移住・就業支援金対象法人に係る登録の申請に関する宣誓事項

（３）雇用保険適用事業主であることを証する書類の写し

（雇用保険適応事業所設置届の控え など）

事業者向け中途採用等支援助成金（ＵＩＪターンコース）制度もあります。
こちらの詳細は、静岡県労働局もしくはお近くのハローワークまでお問い合わせください。

県マッチングサイトとは？

・静岡県が開設する「しずおか就職net」や、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトをいいます。
しずおか就職net ▶ https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/sp/

東京圏とは？

・東京圏＝東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

対象となる求人はどんなもの？

・浜松市が推薦し、静岡県が認定した法人の、週２０時間以上の無期雇用契約の求人が対象です。
（就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業は対象外です。）

・県からの認定を受けた後に掲載した求人が対象になります。

※その他、詳細やご不明な点はＪＯＢはま！をご覧いただくか、下記問い合わせ先にご連絡ください。

浜松市役所産業部 産業総務課
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
電話 053-457-2339
Mail k-keizai@city.hamamatsu.shizuoka.jp

詳細について お問合せ先

提出書類

以下の書類を浜松市役所産業総務課にご提出ください。

提出書類等の詳細については、浜松就職・
転職ナビ「ＪＯＢはま！」でご確認ください。
https://www.shigoto-hamamatsu.com/

（１）（２）は「ＪＯＢはま！」でダウンロードできます。

https://www.shigoto-hamamatsu.com/news/info_biz/2019/00191/
本社所在地の市町村にのみ申請できます。
本社が浜松市外にある場合は、該当市町村にお問い合わせください。

＜はじめようハマライフ助成金＞


